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1  業務・システムの概要 
本計画書の対象とする業務・システムの概要は以下のとおりである。 

（1） 政治資金等関係業務の概要 

政治資金規正法に基づき行われる政治資金関係業務と、政党助成法に基づき行われる政党助成関係業務と

いう 2つの業務が存在する。 

 

ア 政治資金関係業務 

政治資金業務は、主に政治団体からの届出の処理、収支報告書の処理等である。 
 

図表 1 政治資金関係業務概要 

業務 概要 

届出処理業務 都道府県の選挙管理委員会を経由、又は総務省に政治団体より提出された届出

等の書類を審査し、必要に応じて訂正を求め、受理した届出事項を官報に告示す

る業務。また、政治団体から提出された届出事項を基に政治団体台帳を調製し、

政治団体名簿を作成。 

報告書処理業務 政治団体から提出された収支報告書等の書類を審査し、必要に応じて訂正を求

め、受理した報告書の要旨を官報に告示する業務。また、寄附金控除のための書

類が提出された場合は、書類の内容を確認し、政治団体に返還。 

 

イ 政党助成関係業務 

政党助成関係業務は、主に政党からの届出の処理、政党交付金に係る処理、使途等報告書の処理等である。 
 

図表 2 政党助成関係業務概要 

業務 概要 

届出処理業務 政党から提出された届出等の書類を審査し、必要に応じて訂正を命じ、受理した

届出事項を官報に告示する業務。 

交付処理業務 政党から提出された交付請求書等の書類を審査し、必要に応じて訂正を求め、受

理した請求内容に従って、政党交付金の交付手続を進める業務。 

報告書処理業務 政党から提出された使途等報告書等の書類を審査し、必要に応じて訂正を求め、

受理した報告書の要旨を官報に告示する業務。 

（2） 調達するシステム 

本計画書に基づき調達するシステムは、以下の個別システムから構成される政治資金・政党助成関係申

請・届出オンラインシステムである。 

図表 3 政治資金・政党助成関係申請・届出オンラインシステムを構成するシステム一覧 

No システム名 概要 

1 共同受付システム 政治団体からの届出や収支報告書のオンライン申請を受け付

け、政治資金業務システムに各種情報を配信するシステム。 

2 政治資金業務システム 総務省や都道府県選挙管理委員会が行う政治資金関係業務（政

治団体台帳データの調製、告示データや統計データ等の作成）

を支援するシステム。 
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上記 2システムに加え、政治資金等関係業務を支援するため、総務省等や政治団体の汎用的な端末上で稼
動する以下の 4つのクライアントソフトを調達する。 

 

図表 4 政治資金等関係業務支援ソフト一覧 

No ソフト名 概要 

1 会計帳簿・収支報告書作成

ソフト 

政治団体が日々作成する会計帳簿と連動して自動的に収支報告

書を作成でき、かつ、オンラインで収支報告書を提出すること

ができるソフト。使途等報告書の自動作成機能、収支報告書の

訂正・補正機能も追加。 

2 収支報告書要旨入力ソフト 収支報告書の要旨データを作成するためのソフト。 

3 政党支部状況告示原稿作成

ソフト 

政党の支部の状況に関する届に係る異動届出事項の入力、告示

原稿の作成・出力を行うためのソフト。 

4 政党助成業務ソフト 使途等報告書要旨データや告示原稿等の作成、出力等を行う政

党助成業務に係る機能を有するソフト。 
 

2  調達計画 

（1） 全工程のスケジュール 

本計画書の対象システムに係る全工程のスケジュールは、以下のとおりである。 

 

図表 5 全工程スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 個別の調達スケジュール 

調達にかかるスケジュールは以下のとおりである。 

 

意見招請 官報公示 平成 20 年 12 月初 

意見提出期限 平成 20 年 12 月末 

入札公告 官報公示 平成 21 年 1 月中旬 

提案書提出期限 平成 21 年 3 月上旬 

落札者決定 平成 21 年 3 月末 

 

平成20年度
（2008年度）

第四
四半期

調達

平成20年度
（2008年度）

第四
四半期

調達

平成21年度
（2009年度）

第一
四半期

第二
四半期

第三
四半期

第四
四半期

設計・開発・試験等

▲

平成22年度
（2010年度）

第一～第四四半期第一～第四四半期

平成25年度
（2013年度）

第一
四半期

第二
四半期

第三
四半期

第四
四半期

平成23年度
（2011年度）

第一～第四四半期

平成24年度
（2012年度）

第一～第四四半期 第一～第四四半期第一～第四四半期

平成22年1月運用開始

運用・保守

ヘルプデスク

機器リース等

調達対象 
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ア 

イ 

ウ 

3  その他 

（1） 評価方式 

本計画書に示す調達は、一般競争入札（総合評価落札方式）により実施する。 

（2） 契約形態 

国庫債務負担行為による複数年（４年９ヶ月）の請負契約（一括調達）を予定している。 

（3） 知的財産権等の取り扱い 

第三者が既に所有するものを除き、当省は本契約の成果に伴い生じたすべての権利を使用することができ

る。成果物の著作権（著作権法第 21 条から第 28 条までに規定されるすべての権利をいう。）は、当省より

受託者に対価が完済されたとき受託者から当省に移転するものとする。受託者は、著作者人格権を行使しな

い。ただし、受託者もしくは第三者が既に有していた著作権及び受託者が本契約のために提供した知的財産

の権利は、受託者もしくは第三者に留保される。 

なお、知的財産権の取り扱いについての詳細は、個別の契約書の内容を遵守すること。 

（4） 入札制限 

本システムの評価、監査及び本件業務請負事業者の入札制限 

本システムの評価、監査、本件業務を請け負うこととなった者は、以後本システムの評価、監査及び企

画業務等の調達及びこれに付随する行為に係る受託は認めないものとする。 

なお、受託者及び受託者に事務の一部を委託された事業者は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法

に関する規則」（昭和３８年大蔵省令第５９号）第８条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社をも

つ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者の範囲で前述のシステム評価、監査及び企

画業務等の受託を認めないものとする。 

 

設計・開発等の工程管理支援事業者の設計・開発等の工程への入札制限 

設計・開発等の工程管理支援事業者は、設計・開発等の工程において、調達担当課室の立場で工程管

理を担うことから、設計・開発等の工程管理支援事業者及びその関連事業者については、当該情報シス

テムの設計・開発等の調達案件の入札に参加することを認めないものとする。 

 

CIO補佐官及びその支援スタッフ等の入札制限 

CIO補佐官及びその支援スタッフ等（常時勤務を要しない官職を占める職員、「一般職の任期付職員の 

採用及び給与の特例に関する法律」（平成１２年１１月２７日法律第１２５号）に規定する任期付職員及 

び「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」（平成１１年１２月２２日法律第２２４号）に基づき

交流採用された職員を除く。）による調達計画書及び調達仕様書の妥当性確認並びに入札事業者の審査に

関する業務（以下、「妥当性確認等」という）について、透明性及び公平性を確保するため、CIO補佐官

等が現に属する又は過去 2 年間に属していた事業者及びその関連事業者については、CIO 補佐官等が妥

当性確認等を行う調達案件（当該 CIO補佐官等が過去に行ったものを含む）に入札することを認めない

ものとする。 

また、CIO 補佐官等がその職を辞職した後に所属する事業者の所属部門（辞職後の期間が 2 年に満た

ない場合に限る）についても、当該 CIO補佐官等が妥当性確認等を行った調達案件に、入札させないこ

ととする。 

（5） 制約条件等 

平成２２年１月１日までに対象システムの運用を開始しなければならない。 
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4  妥当性証明 
総務省自治行政局選挙部 政治資金課長 林﨑 理 

 
 

5  窓口連絡先 
総務省自治行政局選挙部 政治資金課 

東京都千代田区霞が関２－１－２  電話：０３－５２５３－５５７８ 

担当者：三上 義治、澤田 洋一 
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